
【【ごご利利用用時時間間】】
8：30～24：00　　※　土・日・祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く。

【【eeLLTTAAXXのの利利用用にに関関すするるおお問問合合せせ先先】】
ホームページ　https://www.eltax.lta.go.jp/support/otoiawase/helpdesk/
電　　話　0570-081459　　※　IP電話やPHSなどをご利用の場合　03-5521-0019
受付時間　9：00～17:00　　※　土・日・祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く
※　詳しくはeLTAXのホームページをご確認ください。

【【電電子子申申告告のの義義務務化化】】

〇〇対対象象税税目目
法人県民税、法人事業税（特別法人事業税を含む）

〇〇対対象象法法人人
・内国法人のうち、その事業年度開始の日において資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社

〇〇対対象象手手続続
確定申告書、中間（予定）申告書及び修正申告書

〇〇対対象象書書類類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て

〇〇対対象象事事業業年年度度
令和２年４月１日以後に開始する事業年度

【【地地方方税税共共通通納納税税シシスステテムムにによよるる納納税税】】

〇〇対対象象税税目目（（県県税税分分））
法人県民税、法人事業税（特別法人事業税を含む）、
個人県民税の利子割・配当割・株式等譲渡所得割、県たばこ税、ゴルフ場利用税

〇〇メメリリッットト

※　詳しくは共通納税に係るホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/）をご確認ください。

・地方公共団体が指定する金融機関以外の金融機関からも納税できます。 

   大法人が行う令和2年４月１日以後に開始する事業年度の法人県民税・法人事業税（特別法人事業税を含
む）の申告は、電子情報処理組織を使用する方法（ｅＬＴＡＸ）により提出しなければならないこととされました。

 　地方税ポータルシステム（eLTAX：エルタックス）では、法人県民税・法人事業税・特別法人事業税、個
人県民税の利子割・配当割・株式等譲渡所得割、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、核燃料税
の電子申告、異動届等の電子申請・届出、電子納税などの手続きをインターネットを利用して行うことがで
きます。

　地方税共通納税システムとは、全ての都道府県・市町村へ、自宅やオフィスから地方税の電子納税ができる
仕組みです。

・複数の地方公共団体へ一括して電子的に納税することができ、納税事務の負担が軽減されます。

・電子申告を行った申告情報を共通納税システムに引き継いで納税することができます。

・事前に登録した金融機関口座を指定して、地方税を直接納税することができます。(ダイレクト納付) 

国税についてのご質問・ご相談は、税務署又は国税局電話相談センターへ

　自動音声でご案内 (相談内容に応じて次の番号を選択してください。)

国税に関する一般的なご質問やご相談の場合・・・・「「１１」」をを選選択択

税務署からのお尋ねや面接での相談の事前予約など　個別のご用がある場合・・・「「２２」」をを選選択択

インボイス制度に関する一般的なご相談は、「インボイスコールセンター」において、受付しております。

イインンボボイイススココーールルセセンンタターー

　

ご相談される内容の番号を選択する。
［１］所得税
［２］源泉徴収、年末調整、支払調書
［３］譲渡所得、相続税、 贈与税、財産評価
［４］法人税
［５］消費税、印紙税
［６］その他

【国税局電話相談センター】 【税務署】

　国税庁では、国税庁ホームページに土日、夜間でもご利用可能な「チャットポット」や国税の一般的な回答を調
べれる「タックスアンサー（よくある税の質問）」を開設しています。

国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp　

００１１２２００－－２２００５５－－５５５５３３　受付時間：午前９時から午後５時まで（土日祝日及び年末年始を除く）

　国税に関する一般的なご相談については、「国税局電話相談センター」において、国税局の職員がお答えし
ています。

所轄（又は最寄り）の税務署に電話をかける

「「１１」」をを選選択択ししたた場場合合 「「２２」」をを選選択択ししたた場場合合

税務署の受付担当が応答します。
担当部署、ご用件等をお伝えくださ
い。

インボイス制度に関する申請書や
届出書の記載方法等に関するお
問合せ　・・・「「１１」」

インボイス制度の概要やインボイ
スの記載事項及び２割特例に関
するお問合せ　・・・「「２２」」

そのほかのインボイス制度及び軽
減税率制度に関するお問合せ
・・・「「３３」」

入電後は、音声ガイダンスに沿って、相談する内容の番号を選択してください。

輪島税務署 928-8501 輪島市河井町15-90-16 0768-22-2241
輪島市、珠洲市、
鳳珠郡（穴水町、能登町）

松任税務署 924-8585 白山市博労2-22 076-276-2345 白山市、野々市市

名　　称 郵便番号 所在地 電話番号 管轄区域

金沢税務署 920-8505
金沢市西念3-4-1
金沢駅西合同庁舎

076-261-3221
金沢市、かほく市、
河北郡（津幡町、内灘町）

七尾税務署 926-8686
七尾市小島町大開地3-7
七尾西湊合同庁舎

0767-52-3381
七尾市、羽咋市、羽咋郡（志賀町、
宝達志水町）、鹿島郡（中能登町）

小松税務署 923-8570
小松市日の出町1-120
小松日の出合同庁舎

0761-22-1171
小松市、加賀市、能美市、
能美郡（川北町）

検 索　国税庁　税についての相談窓口

国税についてのお問合せ先
お問合せ先
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